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渋川市条件付き一般競争入札実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、渋川市の発注する工事について工事の品質の確保を図りつつ、入札

及び契約手続のより一層の透明性と競争性を確保する入札及び契約方式の実施に当た

り、条件付き一般競争入札（以下「入札」という ）に関し必要な事項を定めるものと。

する。

（対象工事）

、 ， 、第２条 入札に付する対象工事は 設計金額が１ ０００万円以上の工事規模のうちから

工事内容、工期等を勘案して選定するものとする。

（入札参加資格）

第３条 市長は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に定める

もののほか、次の各号に掲げる事項のうちから入札に参加するものに必要な資格を定め

るものとする。

(１) 建設工事入札参加資格申請に係る事項

(２) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種及び許可区分に係る事項

(３) 本支店又は営業所の所在に係る事項

(４) 当該業種に関する経営事項審査結果における総合数値に係る事項

(５) 当該業種に関する過去２年間の平均完成工事高に係る事項

(６) 当該工事と類似の施工経験に係る事項

(７) 当該工事に従事予定の技術者に係る事項

(８) その他必要な事項

（その他入札に必要な事項）

第４条 その他入札に必要な事項は、渋川市契約規則（平成１８年規則第４９号）第２条

から第１６条の２に定めるところによる。

（実施要領の作成）

第５条 市長は、当該工事を入札に付そうとするときは、この要綱に従って、当該工事の

入札実施要領を作成するものとする。

（公告等の場所）

第６条 当該工事の入札に関する公告は、渋川市公告式条例（平成１８年条例第３号）に

定める掲示場に掲示するほか、渋川市ホームページへの掲載及び建設業界紙により公表

するものとする。

（要綱に定めのない事項）

第７条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１８年６月２日から施行する。
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附 則

この要綱は、平成１９年４月５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。


